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実施手続きの流れ

申請から実施報告までが事業全体の流れです
採択の場合には，実施の手続きを御担当いただくこととなりますので，御応募に当たっては，
事務体制を御調整の上，御応募くださいますようお願いいたします

※ ⑥，⑧，⑨について，芸術家まで通知が行き渡るよう，都道府県等担当部局及び実施校は御連絡を
お願いいたします

※※地元主催者とは，実施希望校・都道府県・都道府県教育委員会・政令指定都市・政令指定都市教育
委員会のいずれかまたは複数をさします

お問合せ先
事務全般，申請書類に関するお問合せは下記にお願いいたします

【講師・補助者の方】 実施希望校
【実施希望校の方】 都道府県等担当部局

【都道府県等担当部局の方】
令和2年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業）事務局
（連絡先）
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿ＫＦビル 3階（KNTビジネスクリエイト内）
TEL : 0570 – 064 - 203（10:00〜17:00）
Email：h3-kodomogeijutsu@gp.knt.co.jp

※【講師・補助者】【実施希望校】の問合せ先は，株式会社近畿日本ツーリスト首都圏ではありませんので
御注意ください

令和 2年度における事務局業務は，株式会社近畿日本ツーリスト首都圏に事務を委託して実施しています

①実施校募集 ②実施依頼

③承諾

④実施内容等調整⑤申請書類提出

⑥審査結果通知

⑦不備書類修正依頼

⑧内定通知

⑨決定通知

⑫実施報告書提出

⑬不備書類修正依頼

⑭支 払⑮報 告

都

道

府

県

等

の

担

当

部

局

文
化
庁

実
施
希
望
校
等
地
元
主
催
者

芸
術
家

※
※

近

畿

日

本

ツ

ー

リ

ス

ト

首

都

圏

⑩実 施

⑪振込依頼書類

⑦不備書類修正

⑬不備書類修正

mailto:h3-kodomogeijutsu@gp.knt.co.jp


小学校・中学校等に個人又は少人数の芸術家を派遣し，講話，実技披露，実技指導（以下「講話

等」という。）を実施することにより，子供たちの豊かな創造力・想像力や，思考力，コミュニ

ケーション 能力などを養うとともに，将来の芸術家や観客層を育成し，優れた文化芸術の創造に資

することを目的とした事業です

小学校，中学校，高等学校，中等教育学校及び特別支援学校に，個人又は少人数の芸術家を派遣し，

体育館等の学校施設や文化施設等の適切な施設を会場として，児童・生徒や教員，保護者を対象に，

以下を目的に講話等を実施します

※全日制，定時制，通信制等の課程は問いません

令和 2年 8月 5日（水）から 令和 2年 9月 30日（水）まで

①派遣分野

1. 音楽（ピアノ，声楽，弦楽器，パーカッション，管楽器など）

2. 演劇（現代劇，ミュージカル，人形劇など）

3. 舞踊（バレエ，現代舞踊，身体表現など）

4. 大衆芸能（落語，講談，漫才，浪曲など）

5. 美術（洋画，日本画，版画，彫刻，書，写真など）

6. 伝統芸能（歌舞伎，能楽，人形浄瑠璃，日本舞踊，和太鼓，箏，三味線など）

7. 文学（俳句，朗読など）

8. 生活文化（囲碁，将棋，華道，茶道，和装，食文化など）

9. メディア芸術（メディアアート，映画，アニメーション，マンガなど）

注）・上記以外の分野でも，子供たちに文化芸術活動の素晴らしさを伝えることができるものであれば

実施可能です。文化庁まで事前に御相談ください

・「5.美術／書」の分野は，習字／書写が含まれませんのでご留意ください
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募集案内

※ 応募に当たっての重要事項が書かれていますので，必ず熟読してください

※この募集は，事業実施スケジュールの都合上，前年度に行うものです。予算編成等の状況によっては，

事業の中止，内容の変更や規模の縮小，スケジュールの遅れが生じる場合がありますので，

あらかじめ御了承ください

3 募集対象

1 事業の趣旨

2 事業内容

4 募集期間

5 実施方法

講話を行い子供たちの芸術への関心を高める
実技披露を行うことにより，優れた芸術を鑑賞させる
ワークショップ等の実技指導を行い文化芸術を身近に体験させる

■小学校 ■中学校 ■高等学校
■中等教育学校 ■義務教育学校 ■特別支援学校
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②実施回数

1校当たりの実施回数は 3回以内とします

また，実施形態として複数の学校が合同で開催することもできます

さらに，より一層文化芸術の多様性を拡げる観点から子供たちに様々な分野を鑑賞・体験しても

らうため，同一分野，講師での実施は平成 30年度より数えて，「原則，3年連続まで」とします

4年目以降，連続で同一分野，講師を希望する場合は，様式2「連続実施理由」欄に具体的な理由を明記し

てください

③派遣する芸術家について

被派遣者は，個人又は少人数の芸術家とします

ただし，主指導者（講師）は 1名とします

④参加者

参加者は，実施校の児童・生徒，教職員及び保護者とします

⑤実施会場

会場は原則として，実施校の施設（教室・体育館等）とします

ただし，複数の学校が合同で実施する場合や全校児童・生徒を収容できるスペースがない場合等

は地域の文化施設等適切な場所を会場とすることができます

⑥実施期間（見込み）

令和 3 年 6月 1日（火）から令和 4 年 1月 21日（金）まで
※国会の予算審議の状況により，実施開始が遅れる場合あります

⑦実施対象

『①派遣分野』に該当する分野について，授業時間内にて実施します

部活動として申請及び実施することはできません

主催者は，次の通りですが，必要に応じて会場の管理者，市（区）町村，市（区）町村教育委員会

を加えることができます

申請書類（実施希望調書，経費計画書，旅費計算書）の内容に基づき審査を行うため，修正依頼の

場合を除き，採択後の内容及び申請額の変更はできません

地元主催者と講師の間で十分検討・精査の上，申請書類を作成し，提出してください

6
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主催者

応募に当たっての留意事項

①文化庁
②都道府県，都道府県教育委員会，政令指定都市，政令指定都市教育委員会のいずれか又は複数
③実施校
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8 経費

派遣事業に要する経費については，下表の通りです
地元主催者とは，文化庁以外の主催者を指します

• 文化庁負担経費は，事業終了後に，文化庁委託事業者（事務局）から被派遣者（講師及び補助
者に係る謝金・旅費）や業者（講演等諸雑費）に直接支払います

• 書類は，都道府県，政令指定都市等担当部局の指導のもと，実施される学校長の責任で作成し
てください

注）原則的に，経費の費目間及び個人間の流用は認められません

申請時，経費計算書に計上されていないものは，お支払いはできません

①謝金

【令和 2年 7月現在】

• 上記の謝金の額は「令和 2年度文化庁諸謝金単価基準」に基づくものであり，変更となる場合
があります

• 指導者謝金の支給の上限は，1人分です
• 補助者が必要な場合には，その区分に応じた謝金を最大 5人分（複数校による合同開催かつ文

化施設で実施する場合は 8人分）まで文化庁において負担します。なお，講師の秘書等随行者
や企画制作を行う者等は，補助者（単純労務を行う者）に該当しません

• 補助者が，実技指導の一環で演奏等の実技披露を行う場合は，原則として実技指導者に該当します
• 1日に同一校で午前と午後に分けて実施する場合， 実施回数は「1回」とします
• 1日に異なる実施校で開催の場合，謝金は実施校数分支払われます

②旅費

 支給対象経費

• 講師及び補助者の居住地から学校等実施会場までの往復旅費（実施回数分）
• 講師 1人，補助者最大 5人分（複数校による合同開催かつ文化施設で実施する場合8人

分）まで，文化庁において負担します
• 旅費の額は，国家公務員等の旅費に関する法律に基づき定めた基準により算出された金

額の範囲内となります
• 各都道府県・政令指定都市において，次に記載する内容に基づき，申請時に各学校から

提出の被派遣者略歴書（兼）旅費計算書【様式 4】《P16》を必ず精査した上で提出して
ください。旅費の計上に当たっては，講師・補助者とも行政職俸給表（一）の 4級相当
を基準とします

 上限額

・1回当たり 25万円以内
ただし，複数回実施する場合は，1校につき 50万円以内

文化庁負担経費 地元主催者負担経費

①謝金

②旅費

③講演等諸雑費

（楽器運搬費・著作権使用料等）

 児童・生徒が会場へ移動する際の交通費

 学校の施設設備の使用及び条件整備に係る経費

（光熱水料，ピアノ移動経費，暗幕設置経費等）

 文化施設を利用する際の使用に係る経費

（会場借上料（付帯設備等含む））

 諸雑費（お茶代等）

 文化庁の基準単価を上回る経費等

区分 単位 謝金単価 1回当たりの上限

講師（特別講演謝金） 1回当たり 35,000円

補
助
者

演奏謝金 1人 1時間当たり 6,400円 19,200円

実技指導謝金 1人 1時間当たり 5,100円 15,300円

単純労働者 1人 1時間当たり 1,050円
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 文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業）における旅費基準

旅費項目 金額，基準 備考

車賃 1km あたり 37 円
全路程を通算し，1km 未満の端数は

切り捨てます

宿泊料

（ 1夜につき）

甲地方 10,900 円

さいたま市，千葉市，東京特別区，

横浜市，川崎市，相模原市，

名古屋市，京都市，大阪市，堺市，

神戸市，広島市，福岡市

乙地方 9,800 円 甲地方以外

日当 1,100 円

ただし以下は対象にならない

・宿泊を要さず，

鉄道 100km 未満，

水路 50km 未満又は

陸路 25km 未満の旅行の場合

・鉄道，水路又は陸路に

わたる場合は，

鉄道 4km，

水路 2km をそれぞれ

陸路 1km とみなします

鉄道料金

急行料金

特急列車：

片道 100km 以上

急行列車：

片道 50km 以上

特急列車は，片道 100km 未満であっ

ても，次の場合には利用できるもの

とします

①【別紙】（P29〜32）の区間

（途中駅で乗下車する場合は除きま

す）

②①以外の区間で特急列車を利用す

ることで，日程が短縮でき経済的な

旅程になると認められる場合

座席指定料金

特急列車又は急行列車を

利用する場合で，

片道 100km 以上

片道 100km 未満であっても，特急列

車で【別紙】（P29〜32）の区間（途

中駅で乗下車する場合を除きます）

を利用する場合は，座席指定料金を

認めるものとします

航空費

航空機の利用が最も経済

的な通常の経路及び方法

によると認められる場合

高速料金

高速道路の利用が最も経

済的な通常の経路及び方

法によると認められる場

合

【令和 2年 7月現在】

※上記にない項目については，株式会社近畿日本ツーリスト首都圏へお問合せください
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• 単純労務者は原則現地の方を想定していますので，旅費は計上できません
旅費を支払う必要がある場合は経費計画書【様式 3】《P15》の備考欄に理由を記入してくだ
さい

• グリーン車やクラスJ等のグレードアップ分はお支払いできません
• 私事のための旅行と連続している場合，私事に関わる旅費は事業外経費となりますのでお支払

いできません
• 事業決定時からの変更が発覚した場合は，それに関わる部分の旅費（日当を含む）が一切お支

払いできません
• 航空機を利用する場合は，事業終了後に「領収証」及び「搭乗券」または「搭乗証明書」の提

出が必要となります
• 特急・急行列車を利用する場合は，事業終了後に「領収証」の提出が必要となります
• 航空機を利用する場合は原則として，割引航空券又はパック商品（宿泊を伴う場合）を利用す

るものとします（日程変更等を行える航空券にしてください。またパック旅行商品を利用する
場合は，事業終了後に「領収書」及び「内訳明細」の提出が必要となります。）

• 船舶を利用する場合は，事業終了後に「領収書」の提出が必要となります
• 車賃は，被派遣者個人の所有する自家用車を使用する場合のみに計上できます

③講演等諸雑費（楽器運搬費・著作権使用料等）

 支給対象経費

対象となるのは，本事業実施に当たり直接必要となる経費です

支給の対象となる例
• 楽器等を運搬する際にかかる費用
• 研修教材費
• 著作権使用料
• その他実技指導の際にかかる諸雑費

 講演等諸雑費の上限額

• 単独で実施する場合 50,000円以内（1件当たりの上限）
• 複数校による合同開催かつ文化施設で実施する場合 100,000円以内（1件当たりの上限）

※採択の場合，申請書類を基に経費を決定しますので，申請内容の変更や業者変更はできません
※講演等諸雑費は，実施報告書類の確認後，事務局から業者へ直接お支払いしますので，

後払い可能な業者を利用してください

＜対象とならない経費 ＞
具体的に次のようなものですが，記載のもの以外にも対象とならない経費があります
判断がしがたい経費については文化庁において査定しますので予め御了承ください

・講師が所有する物のレンタル代
・講師が所有する物をメンテナンスする場合の費用
・講師が制作した教材に係る費用や制作に係る手数料
・通常学校や児童生徒が所有しているもの
・児童生徒の移動に係る経費
・ピアノ調律代
・備品購入費（事業終了後も継続して使用できる物を含む）
・飲食代，記念品代，花束代等，個人に受益があるもの
・会場借り上げ（使用）料及び付帯設備使用料
・体育館等の条件整備にかかる経費（ピアノ移動費，暗幕設置費等）
・コピー用紙，トナー等本事業に係る経費と通常の事務経費が明確に区別できないもの
・経費計画書作成時に計上されていないもの
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9 提出書類

 実施希望校が作成・提出する書類

 あ

提出先 ： 各都道府県・政令指定都市担当部局

提出期限： 各都道府県・政令指定都市の設定する提出期限
※各都道府県・政令指定都市毎に異なります

（注意事項）

※市町村の教育委員会を通しての受付となる場合もありますので，提出先・提出方法・提出期日に

ついては，各都道府県・政令指定都市からの案内に従ってください

※採択の場合，各都道府県の担当部局宛てに，データ提出依頼をメールにて御連絡いたします

メール受信後,【様式 2〜4】のExcelデータを送付ください

 都道府県・政令指定都市が作成する書類

（注意事項）

※【様式 2〜様式 6】は，実施校から回収する書類です

※実施校から回収した【様式 2〜様式 6】をもとに【様式 1】を作成し，提出してください

様式 提出書類 形式

【様式 2】 実施希望調書（個別表）※必須

紙媒体【様式 3】 経費計画書 ※必須

【様式 4】 被派遣者略歴書（兼）旅費計算書 ※必須

【様式 5】
文化庁事業以外の文化芸術鑑賞体験の実施状況（令和2年度の状況）
※令和2年度の文化庁事業以外の文化芸術鑑賞体験の実施実績がある場合のみ提出

電子データ

（Excel）
【様式 6】

文化庁「文化芸術による子供育成総合事業」協力芸術家登録票兼同意書

※過去に協力芸術家登録票の提出をしたことのない講師・補助者を派遣希望の
場合のみ提出

旅費に係る

根拠書類
・路線バス料金表（一般的な検索システムで検索できない場合のみ）

紙媒体
諸雑費に係る

根拠書類

・見積書

・金額算出根拠書類（計算シミュレーション表、特別旅客料金表等）

様式 提出書類 形式

【様式 1】 実施希望調書（集計表）※必須
電子データ

（Excel）

※【様式 2】 実施希望調書（個別表）※必須

紙媒体※【様式 3】 経費計画書 ※必須

※【様式 4】 被派遣者略歴書（兼）旅費計算書 ※必須

※【様式 5】 文化庁事業以外の文化芸術鑑賞体験の実施状況（令和2年度の状況） 電子データ

（Excel）※【様式 6】 文化庁「文化芸術による子供育成総合事業」協力芸術家登録票兼同意書

※旅費に係る

根拠書類
・路線バス料金表（一般的な検索システムで検索できない場合のみ）

紙媒体
※諸雑費に係

る根拠書類

・見積書

・金額算出根拠書類（計算シミュレーション表、特別旅客料金表等）
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提出先： 文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業）事務局

〒160-0023 

東京都新宿区西新宿8-14-24 

西新宿ＫＦビル3階（KNTビジネスクリエイト内）

※事務局名は必ず記入してください

メール：h3-kodomogeijutsu@gp.knt.co.jp 

TEL ：0570 – 064 – 203

※送付物の封筒に「令和 3年度文化芸術による子供育成総合事業（派遣事業）」申

請書類在中と朱書きしてください

※データ送信（メール）の件名は「R3派遣事業申請書類／（都道府県・政令指定

都市名）」としてください

提出期限： 【電子データ（Excel）】令和2年9月30日（水）23時59分必着
【送付物（紙媒体）】令和2年9月30日（水）消印有効

10 申請書類作成に当たっての留意事項

① 申請書類に関して確認事項等がある場合は，事務局より「都道府県等の担当局」へ連絡をさせ

ていただきます

② 本事業の申請に当たり，実施希望校等地元主催者（以下「実施校等」という。）が講師となる

芸術家の内諾を得た上で申請書類を提出してください（決定後の講師の変更は認められません）

③ 実施する芸術家は文化庁の「協力者名簿」（※）への登録を認めたものとします

実施校等が講師となる芸術家の内諾を得る際，「協力者名簿」について説明し，「文化庁「文

化芸術による子供育成総合事業」協力芸術家登録票兼同意書」【様式 6】《P18》を記入しても

らい，申請書類に添付してください

※実施校等が本事業を申請するに当たり，希望分野の芸術家や，地元出身の芸術家などの情報

が必要となってくることから，文化庁では本事業の趣旨に御賛同いただける芸術家の方に広く

登録をお願いし，「協力者名簿」を作成して実施校の募集期間に合わせて学校等に情報提供を

行っています

④ 本事業を効率的に執行し，より多くの児童・生徒に文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供する

ため，同一都道府県内において複数校が同一講師による本事業の実施を希望する場合には，原

則として，連続した日程で行うよう都道府県等において実施日を調整してください

⑤ 講師となる芸術家と文化庁，事務局が直接連絡をとることはありませんので，実施校において

芸術家と十分な打ち合わせを行ってください

⑥ 実施希望調書等申請書類は返却しません。提出に当たっては十分御留意ください

また，謝金及び旅費を支払う際の資料となりますので，被派遣者略歴書（兼）旅費計算書【様

式 4】の被派遣者本名及び現住所はもれなく記載してください

⑦ 申請校の非常勤講師は，本事業における講師・補助者として認められません

⑧ 複数の学校が合同で開催する場合は，申請校の児童生徒が全回に参加することとします
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文化庁内で申請内容を審査し，審査結果については都道府県を通じて通知いたします

※審査を通過した学校に関わる都道府県・政令指定都市に対し，事業内容等のヒアリングを行うこ

とがあります

事業を実施した学校において実施報告書等関係書類を作成・添付の上，事業終了後 1カ月以内に都

道府県・政令指定都市担当部局を経由して，事務局へ提出してください

なお，事業を複数回実施される場合において，原則，経費は全回終了後に一括して支払います

実施報告書等関係書類は，「実施の手引き」に掲載します

・事業終了後のお支払いについて

諸謝金，旅費，講演等諸雑費：事務局より直接支払います

原則的に事業決定時からの変更は認められません

ただし，事業決定時の内容を変更しなければ事業の実施ができないことから，文化庁に事前に変更

の承認を受けた場合にのみ，決定時の金額を上限として変更が可能となります

変更に関する書類等の届出や手続き等については，「実施の手引き」で詳細を御連絡いたします

11 審査

12 申請後のスケジュール

令和 2年 9月30日 提出期限
令和 2年 10月〜11月（見込） 審査結果通知（メール）
令和 3年 1月（見込） 内定通知
令和 3年 4月（見込） 決定通知（事業決定）
令和 3年 6月（見込） 事業実施開始

13 事業実施後の提出書類

14 事業実施にあたっての留意事項
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様式 1〜様式 6

 様式 1 実施希望調書（集計表）

※講師氏名は本名を記入してください（芸名不要）

※分野は別シート【分野】を参照してください(大項目：数字/中項目：英字)

※補助者人数は各実施回（１〜３回）に参加する人数を選択してください

※ 「過疎地域自立促進特別措置法」，「山村振興法」，「離島振興法」，

「半島振興法」，「奄美群島振興開発特別措置法」，

「小笠原諸島振興開発特別措置法」の定める地域に該当する場合は

「過疎」，「山村」，「離島」，「半島」，「奄美・小笠原」欄に○印

をつけてください。

※本事業で得た個人情報は，本事業内のみで使用します

※本事業の専用ウェブページにある[個人情報について]に同意していただいた

ものとします

様式１(都道府県・政令指定都市取りまとめ用） データ提出

推薦

校数
計　　　　　 0 校

第1回 第2回 第3回 中項目 第1回 第2回 第3回 合計

1 0人 0円

2 0人 0円

3 0人 0円

4 0人 0円

5 0人 0円

6 0人 0円

7 0人 0円

8 0人 0円

9 0人 0円

10 0人 0円

11 0人 0円

12 0人 0円

13 0人 0円

14 0人 0円

15 0人 0円

16 0人 0円

17 0人 0円

18 0人 0円

19 0人 0円

20 0人 0円

0円 0円 0円 0円

※講師氏名は本名を記入してください（芸名不要）

※分野は別シート【分野】を参照してください(大項目：数字/中項目：英字）

※補助者人数は各実施回（１～３回）に参加する人数を選択してください 担当部（局）課

※　「過疎地域自立促進特別措置法」，「山村振興法」，「離島振興法」，「半島振興法」，「奄美群島振興開発特別措置法」， 担当者氏名


　 　「小笠原諸島振興開発特別措置法」の定める地域に該当する場合は，「過疎」，「山村」，「離島」，「半島」，「奄美・小笠原」欄に○印をつけてください。 TEL

※本事業で得た個人情報は，本事業内のみで使用します FAX

※本事業の専用ウェブページにある[個人情報について]に同意していただいたものとします E-MAIL

　　計

謝金 旅費
講演等

諸雑費

補助者人数

令和3年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業）　実施希望調書（集計表）

推薦

順位
実施希望校

実施

回数

実施希望日
講師氏名

※本名
合計 備考

大項目

実施分野

過疎 山村

都道府県・

政令指定都市名

離島 半島

奄美

・

小笠原
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 様式 2 実施希望調書（個別表）1/2

番 計 校

※オレンジセル横の▼をクリックすると選択肢が表示されますので該当するものを選択してください

〒 -

全 回

その他（ ）

有の場合→ 　（ ） 学校名（ ）

①

②

③

④

⑤

  事業内容  （具体的な内容をお書きください）

第
１
回

→必要な場合は

補助者

氏名   ※本名 種別 補助者従事内容

参加
児童生徒

合計 人

月 日
実施
合計

分実施日時 令和 3 年

連続する実施
都道府県・

政令指定都市名

教科の
位置付け

著作権

学校との関係

協力者名簿への
登録

講師氏名
※本名

ふりがな

所属団体

実施回数

実施分野
（別シート参照）

大項目 中項目 （補足がある場合は記入してください）

他校との合同
開催の状況

参加学校名 メール

実施会場 ＴＥＬ

実施校所在地

学校長名

担当者名

都道府県

実施校名

ふりがな
全校

児童生徒
人

連続実施理由
（令和3年度以降，3

年以上連続で同一

講師を希望する場

合）

様式２

時 分 ～ 時 分

連続実施年数 　年

推薦順位 推薦校数

令和3年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業）　実施希望調書（個別表）

都道府県・

政令指定都市名
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 様式 2 実施希望調書（個別表）2/2

有の場合→ 　（ ） 学校名（ ）

①

②

③

④

⑤

有の場合→ 　（ ） 学校名（ ）

①

②

③

④

⑤

※実施分野は別シート【分野】を参照し，大項目に数字，中項目に英字を記入してください

※他校と合同で実施する場合は，参加児童生徒欄の「その他」（　）内に他校の参加人数を記入してください

※様式の枠内に収まらない場合は，別紙を作成し添付してください

※連続実施理由は，令和3年度以降連続で同一講師を希望する場合，具体的な理由を明記してください

※本事業で得た個人情報は，本事業内のみで使用します

※本事業の専用ウェブページにある[個人情報について]に同意していただいたものとします

  事業内容  （具体的な内容をお書きください）

補助者

氏名   ※本名 種別 補助者従事内容

参加
児童生徒

合計 人

第
３
回

実施日時 令和 3 年

教科の
位置付け

著作権 →必要な場合は

分

連続する実施
都道府県・

政令指定都市名

月 日
実施
合計

補助者

氏名   ※本名 種別 補助者従事内容

人

教科の
位置付け

著作権 →必要な場合は

連続する実施
都道府県・

政令指定都市名

第
２
回

実施日時 令和 3 年 月 日

参加
児童生徒

合計

都道府県・

政令指定都市名

実施
合計

分時 分 ～ 時 分

時 分 ～ 時 分

  事業内容  （具体的な内容をお書きください）
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 様式 3 経費計画書

月 日 月 日 月 日

※ 青色のセルには計算式が設定されていますので入力しないでください

【謝金】

円 回 円

円 時間 回 円

円 時間 回 円

円 時間 回 円

円 時間 回 円

円 時間 回 円

円

※補助者種別：「演奏者」「実技指導者」「単純労務者」のいずれかを選択してください

※補助者謝金単価（1人1時間当たり）：　演奏者6,400円　実技指導者5,100円　単純労務者1,050円

※補助者謝金について，30分以上は1時間として計上してください

【旅費】

円

円

円

円

円

円

円

※被派遣者毎に，様式4旅費計算書の合計金額を記入してください

※旅費が0円の場合も記入してください

【講演等諸雑費】

円 円

円 円

円 円

円

※種別：「運搬費」「消耗品」「レンタル費」「著作権使用料」のいずれかを選択してください

※金額の根拠書類（業者からの見積書）を添付してください

※決定通知以降の項目変更や，見積業者からの変更は認められません

※本事業で得た個人情報は，本事業内のみで使用します

※本事業の専用ウェブページにある[個人情報について]に同意していただいたものとします

種別 氏名　※本名 単価 時間 回数

様式３

令和3年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業）　経費計画書

実施日
第１回 第２回 第３回 都道府県・政令指定都市

実施校名

0

合計

講師 35,000 0

0 0

0

謝金合計（ａ） 0

種別 氏名　※本名 合計 備考

0 0

補
助
者

0

0 0

0

講師

補助者

旅費合計（ｂ） 0

種別 項目 単価 数量 （単位）

0

合計

0

講演等諸雑費合計（ｃ） 0

総合計（ａ＋ｂ＋ｃ） 0 円

0
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 様式 4 被派遣者略歴書（兼）旅費計算書

月 日 月 日 月 日

①派遣先

②被派遣者 年 月 日

〒 -

年 月

年 月 年 月

年 月 年 月

年 月 年 月

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

※出発地が現住所と異なる場合は出発地（駅名/バス停名）及びその理由を記入してください

※本事業で得た個人情報は，本事業内のみで使用します

※本事業の専用ウェブページにある[個人情報について]に同意していただいたものとします

b

0

d

0 0 0
合　計

a c

0

運賃

乗車券

特急

急行料金

交通費

小計

③旅費
※本事業の旅費基準に従って計上してください

※乗り換え毎に行を分けて記入してください
※交通機関名欄は，プルダウンより選択してください
※バス運賃の根拠書類を添付してください（運賃表，検索画面のコピー等）

※距離を必ず記入してください

旅費合計
（a+b+c+d)

車 賃

(備　考)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 円

日付 曜日
移動区間 ※交通

機関名

※距離

(㎞)
宿泊地

発地 着地
日当 宿泊費

最寄交通機関 最寄駅/バス停

■専門分野に係る主な賞歴，活動実績など

現住所

専門分野 所属団体 職業

学校名 最寄駅/バス停

本名 芸名 性別

令和 現在

ふりがな ふりがな 生年月日

様式４

令和3年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業）

被派遣者 略歴書(兼)旅費計算書

実施日 第1回 第2回 第3回
都道府県・

政令指定都市名

（西暦・必須）
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 様式 5 文化庁事業以外の文化芸術鑑賞体験の実施状況（令和 2年度の状況）

→実施がある場合は下表に記入してください

1 千円

2 千円

3 千円

4 千円

※　この項目は，学校における文化芸術体験の実施状況を把握することを目的としておりますので，実施の
     有無は本事業の決定には影響しません

※　この項目に関するお問合せ先　文化庁 参事官(芸術文化担当)付　学校芸術教育室 芸術教育推進係
　　 電話：０３－６７３４－２８３５ ， e-mail：artedu@mext.go.jp

選択してください 選択してください 選択してください

選択してください 選択してください 選択してください

選択してください 選択してください 選択してください

対象学年 文化団体等

選択してください 選択してください 選択してください

事業費

実施の有無 選択してください

主催者 分野 経費負担

文化庁事業以外の文化芸術鑑賞体験の実施状況（令和２年度の状況）

様式５

都道府県
政令指定都市

選択してください 実施校名
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 様式 6 文化庁「文化芸術による子供育成総合事業」協力芸術家登録票兼同意書

様式６

登録者（個人/団体）名

大項目 所在地（都道府県）

中項目 所在地（住所）

担当者

電話

FAX

Eメールアドレス

ホームページＵＲＬ

NO 氏名 専門分野 活動拠点 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

※　登録票の提出をもって，都道府県(市町村)教育委員会等及び学校への情報提供に同意したものとみなします。

※　欄が不足する場合には，適宜別紙を作成（または行を挿入）してください。

※　担当者，電話，FAX，Eメールアドレスは，問合せ等の窓口となる連絡先を記載してください。（任意記入）

※　芸術家により連絡先が異なる場合には，備考欄に連絡先Ｅメールアドレス等を記載してください。（任意記入）

文化庁「文化芸術による子供育成総合事業」協力芸術家登録票 兼 同意書

分野

※別シート【分野】の中から選択してください
　（セルをクリックすると選択肢が表示されます）

ふりがな
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様式 1〜様式 6記入例

 様式 1 実施希望調書（集計表）

各実施希望校の【様式2】及び【様式3】の申請内容を転記してください
黄色セルは該当する項目をプルダウンリストより選択し，入力してください
青色セルは自動計算のため入力不要です

様式１(都道府県・政令指定都市取りまとめ用） データ提出

推薦

校数
計　　　　　 5 校 ○○県

第1回 第2回 第3回 中項目 第1回 第2回 第3回 合計

1 ○○市立文化小学校 3回 6/4 6/7 6/8 芸術　花子 5 美術 B　日本画 2人 2人 2人 6人 166,200円 120,750円 12,000円 298,950円 ○

2 △△市立△△小学校 1回 7/1 ◎◎　◎◎ 1 音楽 D　パーカッション 5人 5人 99,000円 3,000円 825円 102,825円 ○

3 △△市立△△中学校 3回 6/3 6/12 7/14 □□　□□ 7 文学 A　俳句 2人 1人 1人 4人 113,400円 6,250円 0円 119,650円

4 ○○市立○○中学校 2回 9/8 9/17 ◇◇　◇◇ 9 メディア芸術 A　メディアアート 1人 2人 3人 100,600円 54,000円 0円 154,600円

5 ○○市立○○高等学校 3回 10/2 11/11 12/4 ▽▽　▽▽ 9 メディア芸術 E　その他 0人 0人 0人 0人 105,000円 1,500円 0円 106,500円 ○ ○

6 0人 0円

7 0人 0円

8 0人 0円

9 0人 0円

10 0人 0円

11 0人 0円

12 0人 0円

13 0人 0円

14 0人 0円

15 0人 0円

16 0人 0円

17 0人 0円

18 0人 0円

19 0人 0円

20 0人 0円

584,200円 185,500円 12,825円 782,525円

※講師氏名は本名を記入してください（芸名不要）

※分野は別シート【分野】を参照してください(大項目：数字/中項目：英字）

※補助者人数は各実施回（１～３回）に参加する人数を選択してください 担当部（局）課

※　「過疎地域自立促進特別措置法」，「山村振興法」，「離島振興法」，「半島振興法」，「奄美群島振興開発特別措置法」， 担当者氏名


　 　「小笠原諸島振興開発特別措置法」の定める地域に該当する場合は，「過疎」，「山村」，「離島」，「半島」，「奄美・小笠原」欄に○印をつけてください。 TEL

※本事業で得た個人情報は，本事業内のみで使用します FAX

※本事業の専用ウェブページにある[個人情報について]に同意していただいたものとします E-MAIL

大項目

　　計

令和3年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業）　実施希望調書（集計表）

推薦

順位
実施希望校

実施

回数

実施希望日 講師氏名
※本名

実施分野 補助者人数
謝金 旅費

都道府県・

政令指定都市名

講演等

諸雑費
合計 備考過疎 山村 離島 半島

奄美

・

小笠原



番 計 校

※オレンジセル横の▼をクリックすると選択肢が表示されますので該当するものを選択してください

〒 -

5

全 回

その他（ ）

有の場合→ 　（ ） 学校名（ ）

①

②

③

④

⑤

  事業内容  （具体的な内容をお書きください）

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○

補助者

氏名   ※本名 種別 補助者従事内容

次代　太郎 実技指導者 絵の実技指導を行う

分 ～

参加
児童生徒

合計 100 人
学年単位

学年単位（　5，6　　）年生

教科の
位置付け

教科（　図工 　）

著作権 許諾が必要 →必要な場合は 許諾取得済み

第
１
回

実施日時 令和 3 年 6 月 10 分

連続する実施 有
都道府県・

政令指定都市名
○○県 ◎◎市立芸術中学校

10 時 10 分
実施
合計

90日 08 時 30

学校との関係 卒業生

協力者名簿への
登録

協力者名簿について説明を行い，登録することに同意済み 連続実施年数 2 　年

連続実施理由
（令和3年度以降，3

年以上連続で同一

講師を希望する場

合）

実施回数 3

ふりがな げいじゅつ　はなこ

所属団体 ●●芸術協会講師氏名
※本名

芸術　花子

都道府県 ○○県

実施分野
（別シート参照）

大項目 中項目 （補足がある場合は記入してください）

美術 B　日本画

担当者名 □□　□□

実施会場 ○○市立文化小学校　体育館 ＴＥＬ 00-0000-0000

他校との合同
開催の状況

参加学校名 無 メール xxx@xxxx.xx.xx

様式２ 推薦順位 1 推薦校数 5

実施校名 ○○市立文化小学校

実施校所在地

*** ****

令和3年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業）　実施希望調書（個別表）

都道府県・

政令指定都市名
○○県

ふりがな ○○しりつ　ぶんか　しょうがっこう
全校

児童生徒
300 人

学校長名 ◇◇　◇◇

○○市　△△　1-1-1

20

 様式 2 実施希望調書（個別表）
様式1を参照し，都道府県等担当部局の担当者が記入して
ください

3年以上連続で同一講師を希望する場合は必ず記入してください

①

②

③

④
⑤

⑥

⑦

該当するものを選
択してください
その他等，特記項
目が出てくる場合
は必ず詳しい内容
を記入してくださ
い
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 様式 2 実施希望調書（個別表）

※記入方法は，第2回，第3回も同様です

① 【実施日時】
同一講師が同一地域において複数校で実施する場合は，可能な限り連続した日程となるよ
う調整してください

② 【連続する実施】
同一講師で旅程の繋がる開催がある場合は有を選択し，申請校の開催前後の都道府県・政
令指定都市名， 及び学校名を記載してください

③ 【実施合計】
実際に講師が児童生徒に講話等を行う実働時間を記載してください
打ち合わせや休憩時間は除いてください

④ 【著作権】
著作権者の許諾を得る必要があるか確認し，許諾が必要な場合には許諾取得状況も選択し
てください

⑤ 【参加児童生徒】
できるだけ多くの児童生徒が参加できる計画としてください
全校児童/生徒，学年単位，その他より選択できますが，全校児童/生徒以外及び合同開催
で行うなど複合になる場合は下段に詳しい内容を手入力してください

⑥ 【補助者従事内容】
具体的に記載してください
講師の随行者や企画制作を行う方は補助者として認められません
演奏者，実技指導者，単純労働者より選択できますが，複合になる場合などは行を追加し，
入力してください

⑦ 【事業内容】
事業目的だけでなく，実施方法及び講師の関わり方等，事業内容を具体的に記載してくだ
さい
複数回実施する場合は，複数回に渡ってどのような内容で行うのか，事業の流れがわかる
よう具体的に記載してください（全回とも同じ内容は認められません）
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 様式 3 経費計画書

6 月 4 日 6 月 7 日 6 月 8 日

※ 青色のセルには計算式が設定されていますので入力しないでください

【謝金】

円 回 円

円 時間 回 円

円 時間 回 円

円 時間 回 円

円 時間 回 円

円 時間 回 円

円

※補助者種別：「演奏者」「実技指導者」「単純労務者」のいずれかを選択してください

※補助者謝金単価（1人1時間当たり）：　演奏者6,400円　実技指導者5,100円　単純労務者1,050円

※補助者謝金について，30分以上は1時間として計上してください

【旅費】

円

円

円

円

円

円

円

※被派遣者毎に，様式4旅費計算書の合計金額を記入してください

※旅費が0円の場合も記入してください

【講演等諸雑費】

円 円

円 円

円 円

円

※種別：「運搬費」「消耗品」「レンタル費」「著作権使用料」のいずれかを選択してください

※金額の根拠書類（業者からの見積書）を添付してください

※決定通知以降の項目変更や，見積業者からの変更は認められません

※本事業で得た個人情報は，本事業内のみで使用します

※本事業の専用ウェブページにある[個人情報について]に同意していただいたものとします

様式３

令和3年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業）　経費計画書

実施日
第１回 第２回 第３回 都道府県・政令指定都市 ○○県

実施校名 ○○市立文化小学校

合計

講師 芸術　花子 35,000 3 105,000

種別 氏名　※本名 単価 時間 回数

0

0 0

30,600

実技指導者 文学　花子 5,100 2 3 30,600

実技指導者 美術　花子 5,100 2 3

0

謝金合計（ａ） 166,200

種別 氏名　※本名 合計 備考

0 0

補
助
者

講師 芸術　花子 30,380

補助者

美術　花子 60,000

文学　花子 30,370

旅費合計（ｂ） 120,750

種別 項目 単価 数量 （単位）

0

合計

消耗品 白画用紙　四つ切 300 40 枚 12,000

講演等諸雑費合計（ｃ） 12,000

総合計（ａ＋ｂ＋ｃ） 298,950 円

0

セルをクリックし，表示される選択肢の中から該

当する種別を選択してください

セルをクリックし，表示される選択肢の中から該
当する種別を選択してください

【講演等諸雑費について】
・通常の授業で使用するために既に児童生徒が所有してい
るもの（絵具，筆等）は計上できません

・行が不足する場合は行を追加してください

【謝金種別について】
・1人の補助者の謝金種別が2種以上（演奏者と実技指導者
等）にわたる場合は，種別ごとに 1行ずつ記入してください

・行が不足する場合は行を追加してください

【旅費について】
・旅費を計上しない場合も「0円」と記入し
てください

・行が不足する場合は行を追加してください
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 様式 4 被派遣者略歴書（兼）旅費計算書

月 日 月 日 月 日

①派遣先

②被派遣者 年 月 日

〒 -

年 月

年 月 年 月

年 月 年 月

年 月 年 月

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

※出発地が現住所と異なる場合は出発地（駅名/バス停名）及びその理由を記入してください

※本事業で得た個人情報は，本事業内のみで使用します

※本事業の専用ウェブページにある[個人情報について]に同意していただいたものとします

様式４

令和3年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業）

被派遣者 略歴書(兼)旅費計算書

実施日 第1回 6 4 第2回 ○○県

学校名 ○○市立文化小学校 最寄駅/バス停 ○○駅

6 7 第3回 6 8
都道府県・

政令指定都市名

ふりがな げいじゅつ　はなこ ふりがな ぶんか　はなこ 生年月日 1970/1/1

令和 2 8 15 現在

専門分野 日本画 所属団体 NPO法人　○○○○ 職業 画家

本名 芸術　花子 芸名 文化　はなこ 性別 女

現住所 XXX XXXX ○○県 ○○県××市××町XXX-XX

最寄交通機関 JR○○線 最寄駅/バス停 ××駅

2000 1 ○○賞入賞

■専門分野に係る主な賞歴，活動実績など

1990 1 ○○賞入賞

③旅費
※本事業の旅費基準に従って計上してください

※乗り換え毎に行を分けて記入してください
※交通機関名欄は，プルダウンより選択してください
※バス運賃の根拠書類を添付してください（運賃表，検索画面のコピー等）

※距離を必ず記入してください

旅費合計
（a+b+c+d)

30,380 円

特急

急行料金

交通費

小計
車 賃 日当 宿泊費 宿泊地日付 曜日

移動区間 ※交通

機関名

※距離

(㎞)

運賃

乗車券発地 着地

××IC ○○IC その他 80.0km 1,000 1,000

2,000 1,000 3,000 1,1002021/6/4 (金) ××駅 △△駅
JR特急あ

り
100.0km

△△駅 ○○駅
私鉄特急

なし
5.0km

○○駅 △△駅
私鉄特急

なし
5.0km 200 200

200 200

1,100 9,8002021/6/7 (月) 自宅
○○小学

校
自家用車 120.0km

2021/6/8 (火)
○○小学

校
自宅 自家用車 120.0km

○○市

△△駅 ××駅
JR特急あ

り
100.0km 2,000 1,000 3,000

0

○○IC ××IC その他 80.0km 1,000 1,000

0 1,100

0

0

0

0

合　計
a b c d

6/7、6/8は作品運搬のため自家用車を利用。
6/7は、翌日の授業開始時間に間に合わないため宿泊。

8,400 8,880 3,300 9,800

(備　考)

（西暦・必須）

黄色セルは該当する項目をプルダウンリストより選択し，入力してください
青色セルは自動計算のため入力不要です

講師・補助者とも1名につき1枚作成してください

【旅費について】
・片道ずつ，行程順に記入してください
・バス代を計上する場合は，「運賃乗車券」欄に記入してください
・高速道路代を計上する場合は，交通機関機関名を「その他」とし，料金を「特急急行料金」
欄に記入してください

・前後に別の実施希望校と連続日程を取る場合は，他方の学校と旅費が重複しないよう，事前に
打ち合わせを行ってください
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 様式 5 文化庁事業以外の文化芸術鑑賞体験の実施状況（令和 2年度の状況）

→実施がある場合は下表に記入してください

1 千円

2 千円

3 千円

4 千円

文化庁事業以外の文化芸術鑑賞体験の実施状況（令和２年度の状況）

様式５

都道府県
政令指定都市

○○県 実施校名 ○○市立文化小学校

実施の有無 実施あり

主催者 分野 経費負担 対象学年 文化団体等

学校 演劇 公費 500 4年生，5年生，6年生 劇団○○

事業費

選択してください 選択してください 選択してください

選択してください 選択してください 選択してください

※　この項目は，学校における文化芸術体験の実施状況を把握することを目的としておりますので，実施の
     有無は本事業の決定には影響しません

※　この項目に関するお問合せ先　文化庁 参事官(芸術文化担当)付　学校芸術教育室 芸術教育推進係
　　 電話：０３－６７３４－２８３５ ， e-mail：artedu@mext.go.jp

選択してください 選択してください 選択してください

令和 2年度に文化庁事業以外の文化芸術鑑賞体験の実施実績のある場合のみ提出してください

事業規模の把握が目的であるため，概数でかまいません
企業の地域貢献による実施など，把握できない場合は不明
としてください
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 様式 6 文化庁「文化芸術による子供育成総合事業」協力芸術家登録票兼同意書

様式６

登録者（個人/団体）名 音楽　太郎

大項目 1 音楽 所在地（都道府県） ○○県

中項目 所在地（住所） ××市△△町ＸＸＸ-Ｘ

担当者 音楽　次郎

電話 XX-XXXX-XXXX

FAX XX-XXXX-XXXX

Eメールアドレス abc@dd.ee

ホームページＵＲＬ http://○○○○

NO 氏名 専門分野 活動拠点 備考

1 音楽　太郎 ヴァイオリン ○○県

2 音楽　花子 ヴァイオリン ○○県

3 洋楽　太郎 ヴィオラ △△県

4 洋楽　花子 チェロ □□県

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

※　登録票の提出をもって，都道府県(市町村)教育委員会等及び学校への情報提供に同意したものとみなします。

※　欄が不足する場合には，適宜別紙を作成（または行を挿入）してください。

※　担当者，電話，FAX，Eメールアドレスは，問い合わせ等の窓口となる連絡先を記載してください。（任意記入）

※　芸術家により連絡先が異なる場合には，備考欄に連絡先Ｅメールアドレス等を記載してください。（任意記入）

おんがく　はなこ

ようがく　たろう

ようがく　はなこ

文化庁「文化芸術による子供育成総合事業」協力芸術家登録票 兼 同意書

分野

C　弦楽器

※別シート【分野】の中から選択してください
　（セルをクリックすると選択肢が表示されます）

ふりがな

おんがく　たろう

具体的に記入してください
（楽器名，舞踊のジャンル，俳優／演出／音響／照明等）

令和3年度より初めて芸術家の派遣事業に参加する講師・補助者を派遣希望の場合のみ提出してください
なお，過年度，協力芸術家登録票を提出済みの講師・補助者は，登録済みの内容に変更がある場合の
み提出してください
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Q & A

Q1, 本事業の実施に当たり，文化庁が負担する経費（謝金・旅費・講演等諸雑費）以外は地

元主催者が負担することとなっていますが，これは具体的にどのようなものがあります

か？

A1, 地元主催者が負担する経費としては，複数校が合同で開催する等で文化施設等を利用する場

合の使用料や児童・生徒の移動費，ピアノ調律代，電話代等の事務経費，会場の光熱水費等

があります

楽器運搬費や研修教材費等に係る諸雑費については，文化庁が経費の一部を負担いたします

実施内容により異なりますので，都道府県等担当者や事務局と御相談ください

なお，文化庁の支出対象経費であっても，募集案内で定められた基準額を超える部分につい

ては，地元主催者の負担となります

Q2, 実施直前に補助者が必要となったので，新たに依頼したいのですが，その場合も経費

（謝金・旅費）は支払われるのでしょうか？

A2, 限られた予算の範囲で実施しているため，事業決定後に補助者を増員することはできません

申請の際に十分御検討ください

Q3, 実施回数が複数回となる場合，その開催日は連続していないといけないのでしょうか？

A3, 効率的な事業実施の観点から，連続していることが好ましいですが，実施希望校・被派遣者

の都合によりやむを得ない場合は，その限りではありません

Q4, 開催日程として同日に 2 回実施した場合，謝金は実施回数分支払われるのでしょうか？

A4, 被派遣者（主指導者）への謝金は「 1 日当たり３５,０００円」となっています

なお，実施校が異なる場合等（派遣先：2 校）であれば，３５,０００円× 2 校分が

支払われます

Q5, 補助者の謝金について，「演奏者」「実技指導者」と区分されていますが，具体的には

どのように分類するのでしょうか？

A5, 「演奏者」は実技を披露する者，「実技指導者」は実技指導を補助する者を言います

実技指導の一環で実技披露を行う場合は，原則として実技指導者に該当します

Q6, 謝金について，補助者は時間当たりの単価になっていますが，打合せの時間を含めてい

いのでしょうか？

A6, 謝金の時間とは，児童・生徒に事業を行った実施時間であり，拘束時間ではありません

ので，移動，練習，打合せ等は時間に含みません



27

Q7, 旅費が計画時よりも安くなった場合，決定額の合計金額内であれば，講演等諸雑費に流

用してもいいのでしょうか？

A7, 謝金・旅費・講演等諸雑費間での流用はできません

講演等諸雑費は申請書類を基に，金額が決定しますので，申請以降の内容変更はできません

また，旅費の個人間での流用もできません

Q8, 学校側で招聘する芸術家を見つけることが難しいため，芸術家を紹介してもらうことは

できるのでしょうか？

A8, 本事業では，多くの学校で実施いただくことを目的に，芸術家・芸術団体の協力のもと「協

力者名簿」を作成しております

名簿を御覧になりたい場合は，各都道府県・政令指定都市の本事業担当課にお問合せくださ

い

Q9, 事業決定時から内容（日程・補助者変更を含む）を変更したい場合，どうすればよいで

しょうか？

A9, 原則的に事業決定時からの変更は認められませんので，申請前に地元主催者と講師の間で詳

細を確認の上，書類の提出をお願いいたします

ただし，事業決定時の内容を変更しなければ事業の実施ができないことから，文化庁に事前

に変更承認を受けた場合にのみ，決定時の金額を上限として変更が可能となります

変更に関する書類等の届出や手続き等については，実施の手引きで詳細を御連絡いたします

Q10, １校について，講師 A・B・C の３名で１回ずつの応募は可能でしょうか？

A10, 計 3 回以内で可能です

ただし，１件ずつ書類を作成してください

Q11, 小中一貫校の場合，小学部と中学部の両方の実施を合わせて３回が上限ですか？

A11, 小学部と中学部でそれぞれ 3 回ずつの実施が可能です

Q12, 周辺の学校と２校合同で実施を予定しています。実施会場が体育館の場合は，補助者最

大８名，講演等諸雑費上限１００，０００円でしょうか

A12, 体育館で実施する場合は，補助者最大５名，講演等諸雑費上限５０，０００円です

複数校による合同開催かつ文化施設で実施する際のみ，補助者最大８名，講演等諸雑費

上限１００，０００円に該当します

Q13, 音楽著作権使用料の見積はどのように取得すればよいでしょうか

A13, 音楽著作権使用料の見積は，下記の「使用料計算シュミレーション」で試算可能です

計算結果を印刷して御提出ください

【使用料計算シミュレーション】

https://www.jasrac.or.jp/info/event/simulation.html
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 ＜別紙＞実施分野

大項目 中項目

1 音楽 A ピアノ B 声楽 C 弦楽器 D パーカッション E 管楽器 F その他

2 演劇 A 現代劇 B ミュージカル C 人形劇 D その他

3 舞踊 A バレエ B 現代舞踊 C 身体表現 D その他

4 大衆芸能 A 落語 B 講談 C 漫才 D 浪曲 E その他

5 美術 A 洋画 B 日本画 C 版画 D 彫刻 E 書 F 写真 G その他

6 伝統芸能 A 歌舞伎 B 能楽 C 人形浄瑠璃 D 日本舞踊 E 和太鼓 F 箏 G 三味線 H その他

7 文学 A 俳句 B 朗読 C その他

8 生活文化 A 囲碁 B 将棋 C 華道 D 茶道 E 和装 F 食文化 G その他

9
メディア

芸術
A メディアアート B 映画 C アニメーション D マンガ E その他
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< 別紙 >片道 100km未満の特例区間（特別急行料金及び特別急行列車座席指定料金の特例対象区間）

【令和 2年 7月現在】
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